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○

海
上
運
送
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
（
抄
）

（
職
権
の
委
任
）

第
四
条

法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
貨
物
定
期
航
路
事
業
又
は
不
定
期
航
路
事
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本
邦
以

外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
船
舶
運
航
事
業
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

二

法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
職
権

三

法
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
、
第
四
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
職
権

四

法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
章
（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

２

法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
九
条
の
九

第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
四
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
運
輸
支
局
又
は
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
若
し
く
は
運
輸
支

局
の
事
務
所
の
管
轄
区
域
内
に
所
在
す
る
船
舶
に
関
す
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
権
と
す
る
。

○

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号

）
（
抄
）

（
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
三
十
七
条
の
六

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
事
業
者
に
対
し
て
、
認
定

日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
認
定
事
業
者
の
事
業
場
若
し
く
は
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
認
定
日
本
船
舶
・
船

員
確
保
計
画
に
係
る
船
舶
、
施
設
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
準
日
本
船
舶
の
認
定
）

第
三
十
八
条

対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
対
外
船
舶
運
航

事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
子
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号

）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
所
有
し
、

か
つ
、
当
該
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
が
運
航
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
国
土
交

通
大
臣
が
行
う
総
ト
ン
数
等
（
国
際
総
ト
ン
数
（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
総
ト
ン

数
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
総
ト
ン
数
（
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
ト
ン
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
純
ト
ン
数
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
純
ト
ン
数
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
測
度
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
（
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
限
る
。
）
に
係
る
船
員
の
安
全
衛
生
（
作
業
用
具
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
検
査
機
関
（
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
百
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
を
い
う
。
第
九
項
及
び
第
三
十
八

条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

（
略
）

８

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
（
総
ト
ン
数
等
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
準
日
本
船
舶
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
総
ト
ン
数
等
（
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
測

度
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
船
舶
に
つ
い
て
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
（
検
査
内
容
の
変
更
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
準
日
本
船
舶
に
係
る
船
員
の
安
全
衛
生
に
つ
い
て

国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
検
査
機
関
が
行
う
検
査
（
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

～

（
略
）

10

13
（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
三
十
八
条
の
五

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等

に
対
し
て
、
第
三
十
八
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
事
業
場
若

し
く
は
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
準
日
本
船
舶
に
関
す
る
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業
）

第
四
十
四
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
も
つ
ぱ
ら
湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
前
条
中
「
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未

満
の
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

船
員
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
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船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

船
員
手
帳
の
交
付
、
再
交
付
又
は
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千
九
百
五
十
円

二

船
員
手
帳
の
訂
正
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
百
三
十
円

三

法
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
の
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
千
二
百
五
十
円

四

法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
千
百
五
十
円

五

法
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
千
四
百
円

六

法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
千
円

七

法
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
千
六
百
円

八

法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
千
五
百
円

九

法
定
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る

額イ

法
第
百
条
の
二
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

又
は

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

(1)

(2)

(1)

(2)

本
邦
内
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
万
千
七
百
円

(1)

本
邦
外
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
二
千
八
百
円
に
、
当
該
検
査
の
た
め
職
員
二
人
が
当
該
検
査
に
係
る
船
舶
の
所
在
地
に
出
張
す

(2)
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費

の
額
（
そ
の
額
は
、
当
該
出
張
を
す
る
職
員
が
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
行
政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
し
、
旅
行
雑
費
の
額
そ
の
他
そ
の
旅
費
の
額
の
計
算
に

関
し
必
要
な
細
目
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
旅
費
の
額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額

ロ

法
第
百
条
の
四
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

又
は

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

(1)

(2)

(1)

(2)

本
邦
内
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
六
百
円

(1)

本
邦
外
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
万
千
六
百
円
に
、
当
該
検
査
の
た
め
職
員
二
人
が
当
該
検
査
に
係
る
船
舶
の
所
在
地
に
出
張
す
る

(2)
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

ハ

法
第
百
条
の
六
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
ニ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

又
は

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る

(1)

(2)

(1)

(2)

額

本
邦
内
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
四
千
九
百
円

(1)

本
邦
外
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
万
六
千
五
百
円
に
、
当
該
検
査
の
た
め
職
員
二
人
が
当
該
検
査
に
係
る
船
舶
の
所
在
地
に
出
張
す

(2)
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
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ニ

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
十
九
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
船
舶
に
つ
い
て
法
第
百
条
の
六
第
一
項
の
検

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

又
は

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

(1)

(2)

(1)

(2)

本
邦
内
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
万
二
千
百
円

(1)

本
邦
外
に
お
い
て
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
万
三
千
七
百
円
に
、
当
該
検
査
の
た
め
職
員
二
人
が
当
該
検
査
に
係
る
船
舶
の
所
在
地
に
出
張
す

(2)
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額

十

海
上
労
働
証
書
又
は
臨
時
海
上
労
働
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
登
録
検
査
機
関
が
検
査
を
行
つ
た
船
舶
に
係
る
こ
れ
ら
の
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
限
る
。
）

八
千
六
百
円

十
一

海
上
労
働
証
書
又
は
臨
時
海
上
労
働
証
書
の
再
交
付
又
は
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八
千
六
百
円

○

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
臨
時
海
上
労
働
証
書
）

第
百
条
の
六

特
定
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
特
定
船
舶
に
つ
い
て
船
舶
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
有
効
な
海

上
労
働
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
当
該
特
定
船
舶
を
臨
時
に
国
際
航
海
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
特
定
船
舶
に
係
る
船
員
の
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
、

国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
検
査
機
関
（
当
該
特
定
船
舶
が
海
上
運
送
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
船
舶
で
あ
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
登
録
検
査
機
関
の
う
ち
当
該
検
査
を
行
つ
た
も
の
）
の
行
う
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
百
二
十
一
条
の
二

次
に
掲
げ
る
者
（
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
う
事
務
に
係
る
申
請
を
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定

め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

船
員
手
帳
の
交
付
、
再
交
付
、
訂
正
又
は
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
の
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
又
は
第
百
十
八
条
第
二
項
の
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三

第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
又
は
第
百
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
二
号
又
は
第
百
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五

法
定
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六

海
上
労
働
証
書
又
は
臨
時
海
上
労
働
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
登
録
検
査
機
関
が
検
査
を
行
つ
た
船
舶
に
係
る
こ
れ
ら
の
証
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
限
る
。
）

七

海
上
労
働
証
書
又
は
臨
時
海
上
労
働
証
書
の
再
交
付
又
は
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者


